
｢65歳超雇用推進助成金」65歳超継続雇用促進コース、高年齢者雇用環境整備支援コー
ス、高年齢者無期雇用転換コースにおいて、平成30年4月１日から、下記のように助成
額や支給要件の一部を変更する予定です。今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご
留意下さい。  

 

平成30年４月１日から 

｢65歳超雇用推進助成金｣各コースの 

支給要件等を変更する予定です 
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厚生労働省 
 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

助成額の変更 

（＊）対象となる60歳以上被保険者については、当該事業主に１年以上継続して雇用されている者であって、短期雇用特例被保険
者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続
き雇用されている者に限ります。 

支給要件の変更 

（事業主の方へ） 

（平成30年4月１日以降に支給申請した事業主から適用されます） 

★定年引上げと、
継続雇用制度の導
入を合わせて実施
した場合の支給額
はいずれか高い額
のみとなります。 

  

65歳まで引上げ 66歳以上に引上げ 定年の定めの 
廃止 （5歳未満） （5歳） （5歳未満） （5歳以上） 

1～2人 10万円  15万円 15万円  20万円  20万円 

3～9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円 

10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円 

措置内容 

  
66～69歳まで 70歳以上 

（4歳未満） （4歳） （5歳未満） （5歳以上） 

1～2人 5万円 10万円 10万円 15万円 

3～9人 15万円 60万円 20万円 80万円 

10人以上 20万円 80万円 25万円 100万円 

（ ）は引上げ幅 

措置内容 
60歳以上 
被保険者数（＊） 

（ ）は引上げ幅 

【 65歳以上への定年引上げ 】【 定年の定めの廃止 】 

【 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 】 

60歳以上 
被保険者数（＊） 

（以下で青字表示の区分の助成額のみ変更） 

① 65歳超継続雇用促進コース 

次の支給要件が新たに加わります。 

○ 高年齢者雇用推進員の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を
１つ以上実施している事業主であること。 

  【高年齢者雇用管理に関する措置】 

    (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等  (b)作業施設・方法の改善  

    (c)健康管理、安全衛生の配慮  (d)職域の拡大  (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善 
      (f)賃金体系の見直し  (g)勤務時間制度の弾力化 

本リーフレットに記載の内容は、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則 
の改正が前提のため、今後、変更になる可能性があることにご注意ください 



② 高年齢者雇用環境整備支援コース 

支給要件の変更 

次の下線部分が変更箇所となります。 

○ 認定を受けた高年齢者雇用環境整備計画に基づく雇用環境整備の措置を実施し、当該措置の 
 実施の状況及び計画終了日の翌日から6か月間の、使用・運用状況を明らかにする書類を支給 
 申請の際に提出すること。 
 
○ 雇用環境整備計画により講じた措置によって、雇用環境整備計画の終了日の翌日から6ヵ月   
 以上継続して雇用されている（かつ支給申請日の前日において申請事業主に１年以上継続して 
 雇用されている） 60歳以上の雇用保険被保険者がいること。 

（＊）これに伴い、支給申請時期は雇用環境整備計画期間の終了日の翌日から6ヵ月経過した日の
翌日からとなります。 

③ 高年齢者無期雇用転換コース 

支給要件の変更 

（平成30年4月１日以降に雇用環境整備計画書を提出した事業主から適用されます） 

（平成30年4月１日以降に無期雇用転換計画書を提出した事業主から適用されます） 

○無期雇用転換日において、64歳以上の労働者は当コースの支給対象外となります。 

 
平成29年度の支給要件による支給対象となるのは、以下の期間までに申請受理窓口 
（※）に以下申請書類が提出されたものに限りますので、ご注意ください。 
 
①65歳超継続雇用促進コース       3月30日（金）までに申請受理窓口に 
                     支給申請書を提出した場合 
 
②高年齢者雇用環境整備支援コース     3月30日（金）までに申請受理窓口に 
③高年齢者無期雇用転換コース       各計画申請書を提出した場合 
 
 郵送による場合は、申請書類が上記期限までに窓口に到達したものに限ります 
 （消印日ではなく窓口到達日が期限内であることにご留意ください） 

 ※ 当助成金の相談・申請窓口は、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 各都道府県支部 
   高齢・障害者業務課（東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課）です。 
   （支部の一覧はこちらをご覧ください）  
   http://www.jeed.or.jp/location/shibu/index.html 
 
 ※ 厚生労働省ホームページ「65歳超雇用推進助成金」 
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html 
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